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公契約条例は、新たに千葉県我孫子市、兵庫県加西市で成立し、岩手県、岐阜県で「基本条例」

が制定された。また、既に公契約条例が制定されている渋谷区は 年 月 日、相模原市は

年 月 日にそれぞれ条例改正がなされている。以下、公契約条例の制定状況と公契約条

例の 年度の適用範囲と賃金・報酬下限額についてとりまとめたので報告する。

１．公契約条例の制定状況

（１）年次別制定状況

公契約条例 もしくは公契約基本条例 （以

下「基本条例」）など名称の如何にかかわらず、

自治体の公契約に係る条例の年次別の制定状

況は次のとおりである。

年 自治体名

年 山形県

年 野田市

年 江戸川区 川崎市

年 相模原市 多摩市 高知市

年 渋谷区 国分寺市 厚木市

年 前橋市 秋田市 足立区 直方市

年 長野県 千代田区 三木市 奈良県

草加市 世田谷区

年 岐阜県 岩手県 我孫子市 加西市

                                                   
1自治体が発注する工事・委託・指定管理業務などに

従事する労働者等の賃金・報酬下限額について条例

で定めのあるもの。 
2自治体の公契約について基本理念やあり方等を定

めたもので、賃金・報酬下限額の定めのないもの。 
3高知市は、2014 年 9 月に条例を改正し、基本条例

から公契約条例になった。 

※ゴチックは公契約条例

公契約条例および「基本条例」ともに年々

増えてきている。最近は、「基本条例」が増え

る傾向にある。特に県段階での「基本条例」

の制定が増えている。

（２）公契約条例の制定状況

公契約条例は、 年 月 日現在で

自治体で制定されている。内訳は、千葉県２

（野田市、我孫子市）、東京都５（多摩市、渋

谷区、国分寺市、足立区、千代田区）、神奈川

県３（川崎市、相模原市、厚木市）、兵庫県２

（三木市、加西市）、高知県１（高知市）福岡

県１（直方市）となっている。

 
（３）公契約基本条例の制定状況

公契約基本条例（以下「基本条例」）は、同

じく 自治体で制定されている。内訳は、岩

手県１（岩手県）、秋田県１（秋田市）、山形

県１（山形県）、群馬県１（前橋市）、埼玉県

１（草加市）、東京都２（世田谷区、江戸川区）、

長野県１（長野県）、岐阜県１（岐阜県）、奈

良県１（奈良県）となっている。

「基本条例」については、近年は公契約の
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理念やあり方を定めただけでなく、「労働条件」

等について受注者に報告をもとめるなど多様

化している。

２．新たに条例を制定した自治体

（１）岩手県（達増拓也知事・２期目）

年 月 日に岩手県議会は、「県が締

結する契約に関する条例」を全会一致で可決

した。

岩手県では、震災の復興に従事する労働者

の賃金が、設計労務単価などでは高く示され

ているが、実際には低く抑えられている現状

にあるとして連合岩手などが条例の制定を積

極的に働きかけてきた。

年 月に県議会で連合岩手などが提

出した「公契約条例の早期制定をもとめる請

願」が採択され、 年 月に庁内に「公契

約のあり方検討チーム」が設置された。

年 月に県議会に中間報告があり、 年

月 日から 月 日にかけてパブリックコ

メントが実施された。

施行は、 年 月 日であるが、第 条

については、 月 日施行。

条例の特徴点は、「賃金・社会保険関係法令

（最賃法、健康保険法、厚生年金法、国民年

金保険法、雇用保険法等）の遵守を定め（第

７条）」、「『特定県契約』については、第 条

の遵守状況について受注者に報告をもとめる

（第８条）」、となっている。

（２）我孫子市（星野順一郎市長・ 期目）

年 月 日に千葉県我孫子市議会は、

「我孫子市公契約条例」を全会一致で可決し

た。

千葉県では、野田市に次いで 例目となる。

なお、条例は 月 日に施行されるが、

年 月 日以降の契約から適用となる。

2014 年 3 月市議会で星野市長は「2015 

年度中に公契約条例をつくりたい」と答弁し、

5 月に庁内に「入札及び契約制度検討委員会」

を設置し、検討を重ねた。2014 年 9 月市議

会では、市側から「2015 年 3 月市議会に提

案する」との答弁があり、2014 年 12 月 24
日から翌年 1 月 22 日にかけて条例案につい

てパブリックコメントを実施。この間、建設

業界からの強い反対もあり、条例提案の行方

が注目されていたが、1 月 18 日に行われた市 
長選挙で星野市長が 3 選を果たし、2 月 25 
日に市議会に提案された。しかし、委員会で

は自民党や公明党から反対があり、3 月 19
日に市長側が修正提案を行い、採決された。 

主な修正点は、ア．「条例の適用範囲」：a
工事（原案）5,000 万円以上→（修正）1 億

円以上 b 委託（原案）1,000 万円以上→（修

正）2,000 万円以上（第 5 条） イ．（原案）

元請による賃金台帳報告義務
．．

→（修正）下請・

派遣事業者の報告は任意（第 8 条第 2 項）。 
今後は、条例の運用にあたっては実効があ

がるよう、市側が事業者側の理解と協力を得

るように努めることが求められる。 
【条例の要点】 
（ ）条例の適用範囲（第 条）

工事 億円以上

委託 万円以上

指定管理 市長または教育委員会が認めた

もの

（ ）報酬下限額（第 条）

工事 公共工事設計労務単価

委託・指定管理 我孫子市臨時職員（事務

補佐員）及び地域最賃額

                                                   
4公共工事設計労務単価：国交省・農林水産省の事業

のうち毎年 月に施工中の 万円以上の工事を

対象に 職種（ 年以前は 職種）、約 万人

（ 年）について調査している。調査結果は、県

別・職種別に集計している。この単価は「公共工事

の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契

約等における労務単価や雇用契約における労働者へ

の支払い賃金を拘束するものではない」とされてい

る。 
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（ ）公契約の規定事項（第 条）

①第 条から第 条までの規定

②受注者は、社会保険加入していること。

下請者が未加入の場合は、加入の指導・

助言すること

③工事受注者は、見積書に法定福利費の内

訳明示。社会保険料相当額を含む額で下

請契約を締結すること

④受注者及び受注関係者による労働者等の

申出を理由とする不利益取扱いの禁止

⑤受注関係者の「立入検査」に係る協力

（ ）公契約審議会（第 条）

（３）岐阜県（知事・ 期目）

年 月 日に岐阜県議会は、「岐阜県

公契約条例」を全会一致で可決した。いわゆ

る「基本条例」である。 年 月 日施行。

年 月 日に、「公契約に関する有識

者懇談会（学識者３、経営者１、連合１、市

長会１、町村会１）」を開催し、 月 日ま

での間に 回の懇談会を開催した。懇談会で

は、事業者団体や建設労働団体等からの聴取

や、構成員による公契約条例に関する意見交

換を重ねたが、意見のとりまとめにあたって

は「公契約条例の制定にあたっては、公契約

の理念やあり方を定めたもの」となった。

その後、 年 月 日から 月 日まで

「条例の骨子（案）」についてのパブリックコ

メントが実施された。

（４）加西市（西村和平市長・ 期目）

年 月 日に兵庫県加西市議会は、

「加西市公契約条例」を可決した。

年 月に初当選した西村市長は、「公

契約条例」を公約していたが、進展しなかっ

た。 年 月 日に連合地協、加西市職

員組合、兵庫土建などが条例制定をめざして

「加西市を豊かにする公契約条例づくり連絡

会」をつくり、 月には署名運動を展開し、

年 月に市長に署名簿を提出した。

その後、 年 月 日に条例内容等に

ついて審議する「加西市公契約条例策定審議

会（学識１、労働代表２、経営代表２名で構

成）」を設置し、 年 月 日まで計 回

開催され、報告した。 年 月 日から

月 日にかけてパブリックコメントを行い、

月 日市議会に提案した。

［条例の要点］

（ ）条例の適用範囲（第 条）

工事 万円以上

委託 万円以上

指定管理 万円以上の指定管理協定

（ ）報酬下限額（第 条）

工事 設計労務単価

委託・指定管理 一般職員の給与に関する

規則第 条及び別表第

に定める額並びに市内の

同種の労働者の賃金等

（ ）公契約に係る労働条件等（第 条）

次の法令等の遵守。

・労働基準法・労働組合法・労働安全衛

生法・男女雇用機会均等法・労働契約法

・「パート労働法」

（ ）公契約審議会（第 条）

３． 年「公契約条例」の「適用範

囲」－改正のあった自治体－

条例の適用範囲は、工事、委託、指定管理

ともに表 1 のとおり自治体によって大きく異

なっている。2015 年度に改正の行われた自治

体は、以下のとおりである。 
（１）野田市

野田市は 2009 年に制定以後改正を重ねて

おり、2015 年度も工事契約額を 4,000 万円以

上に拡大させた。（工事契約額については、

2009 年度 1 億円以上、2011 年度から 5,000
万円以上） 
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約
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自
治

体
名

(条
例

成
立

年
)

工
事

契
約

委
託

契
約

指
定

管
理

国
分

寺
市

（
2
0
1
2
）

9
0
0
0
万

円
以

上
1
0
0
0
万

円
以

上

①
設

備
の

保
守

点
検

　
②

施
設

・
設

備
の

管
理

（
運

転
）
　

③
施

設
管

理
（
受

付
等

（
電

話
交

換
・
自

転
車

駐
車

場
管

理
含
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）
）
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施

設
の

清
掃

　
⑤

ゴ
ミ

収
集

・
運

搬

①
1
0
0
0
万

円
以

上
の

指
定

管
理

②
指

定
管

理
者

で
公

の
施

設
の

使
用

許
可

及
び

当
該

公
の

施
設

の
維

持
管

理
を

主
た

る
業

務
と

す
る

も
の

厚
木

市
（
2
0
1
2
）

1
億

円
以

上
1
0
0
0
万

円
以

上

　 ①
庁

舎
そ

の
他

の
建

物
（
そ

の
敷

地
を

含
む

。
）
に

お
け

る
清

掃
、

警
備

、
駐

車
場

管
理

、
受

付
、

案
内

又
は

電
話

交
換

　
②

道
路

、
公

園
そ

の
他

の
施

設
の

清
掃

　
③

給
食

の
調

理
「
厚

木
市

老
人

憩
い

の
家

」
を

除
く

指
定

管
理

協
定

足
立

区
（
2
0
1
3
）

1
億

円
8
0
0
0
万

円
以

上
9
0
0
0
万

円
以

上
①

庁
舎

そ
の

他
施

設
に

お
け

る
設

備
又

は
機

器
の

運
転

又
は

管
理

　
②

庁
舎

そ
の

他
施

設
に

お
け

る
電

話
交

換
、

受
付

及
び

案
内

　
③

そ
の

他
区

長
が

適
当

と
認

め
る

も
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区
立
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育

園
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公
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プ
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、
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④
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④
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0
0
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0
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指
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（２）相模原市

相模原市は、2014 年の 12 月 22 日に条例 
改正が行われた。 
【条例改正の要点】 

①適用範囲

（新） （旧）

工事 １億円以上 ３億円以上

委託 万円以上 万円以上

委託の業務：【現行】庁舎の整備、清掃、設

備運転・監視若しくは案内業務、給食

【追加】データ入力業務 窓口受付

②労働報酬下限額の設定（委託・指定管理）

（新） （旧）

地域最低賃金 生活保護基準

③継続雇用の努力義務を新設

④労働者派遣契約の取扱いを条例に明文化

⑤労働者台帳に支払われた労働報酬額を記

載するように改正

⑥労働者の周知について検討する

 
（３）渋谷区

年 月 日に東京都渋谷区議会は、

「渋谷区公契約条例の一部改正」を全会一

致で可決した。渋谷区は、 年 月に条

例が制定されたが、条例の適用範囲は工事

のみであった。制定当時から委託業務や指

定管理も条例の対象とするよう求める声が

強かったが、このたびようやく関係者の努

力が実を結んだ。 
施行は、2015 年 3 月 1 日。 

［条例改正の要点］

（ ）条例の適用範囲（第 条）

工事 ・1 億円以上（変更無し） 
・区長が特に認める工事

委託 1,000 万円以上（新設） 
施設等の清掃、保育施設運営、給食

調理（規則第 3 条） 
指定管理 区長が必要であると認めるもの

（新設） 

渋谷区公会堂、渋谷区特別養護

老人ホーム、渋谷区高齢者住宅

サービスセンター（規則第 3 条） 
（ ）報酬下限額（第 条）

工事 設計労務単価

委託・指定管理 職員の給与に関する条例

第 条第 項第 号及び

第 条の 第 項

 
４． 年「公契約条例」の「賃金・

報酬下限額」

 
2015 年度の「賃金・報酬下限額（以下「下

限額」）」については、表２のとおりである。 

（１）「工事」の「下限額」

①「下限額」の基準 
「工事」の「下限額」は、すべての自治体

で国の「設計労務単価」を基準としている。

しかし、適用する年次は、2014 年 2 月改訂

分と 2015 年 2 月改訂分と２種類にわかれる。

2014 年 2 月改訂を適用する自治体が、多摩

市、国分寺市、足立区、三木市。2015 年 2
月改訂を適用する自治体が、野田市、川崎市、

相模原市、渋谷区、厚木市、直方市、千代田

区である。 
また、工事については、労働者について「熟

練と未熟練」を区別し、別の基準を適用して

いる自治体もある。区別のある自治体は、相

模原市、多摩市、渋谷区、厚木市、足立区、

三木市である。 
「未熟練労働者」について、委託労働者と

同じ基準を適用する自治体は、相模原市、渋

谷区、厚木市、三木市である。異なる基準を

持つ自治体が、多摩市、足立区である。 
②「下限額」の比較 

額は、いずれの自治体も「設計労務単価」

の時間単価に定率を掛けて算出している。 
90％の自治体が８、野田市と千代田区が 
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85％、直方市が 80％となっている。 
 
（２）「設計労務単価」と「賃金・報酬下限額」

年 月 日に公表された「 年

月から適用する設計労務単価」は、全国平均

で 円で、前年 月改訂比較で ％上

がり、 年以降 年連続増額となった。

（ 年度 ％、 年度 ％）

設計労務単価の全国平均は、 年度の

円をピークに毎年度下がり続け、

年度には、 円と実に 円以上も下

がった。 年度は、 年 月 日の東

日本大震災の復興需要もあり、 円（前

年比で 円の増）とわずかに上がった。

年度に大幅に上がった背景には、東日

本大震災復興需要などに伴う全国的な人手不

足があるが、政府の方針として「法定福利費

相当額と入札不調状況に応じた補正」等を実

施した影響が大きい。

2015 年度の設計労務単価（主要 12 職種）

と公契約条例の「下限額」との比較表につい

ては、表 3 の通りである。 
前年度の設計労務単価を適用する方式をと

っている自治体については、2011 年度以前は、

設計労務単価が前年を下回っていたので、労

賃の底割れを防ぐ意味では有効であったが、

前年度を上回る場合には労働者に不利になる。

設計労務単価の引き上げがあった場合には、

制度の運用上の制約はあると思うが、制度の

趣旨をふまえ、労働者に有利な方向で迅速に

対応することが求められている。 

（３）「委託・指定管理」の「下限額」

「委託・指定管理」の「下限額」は、自治

体毎に基準が異なる。 
①「下限額」の基準 
野田市は、職種ごとに設定している。 
川崎市、多摩市、厚木市、高知市は生活保

護を基準としている。 

相模原市は、これまで生活保護を基準とし

てきたが、2014 年の条例改正で、地域別最低

賃金（以下「地域最賃」）を基準に改めた。ま

た、多摩市においても 2015 年度に基準の見

直しを行うこととしている。 
生活保護基準については、「地域最賃」が生

活保護を下回る傾向にあったために、採用さ

れた。しかし、「地域最賃」と「生活保護」の

逆転現象が 2014 年答申で解消された事など

を受けて見直しの声があがっている。 
最近制定される条例については、職員給与

や臨時職員給与などを基準とする傾向になっ

ている。足立区、直方市、三木市、千代田区、

我孫子市、加西市。 
②「下限額」の比較 

「下限額」は、渋谷区と千代田区が 938 円

と 11 条例中で最も高い。次いで足立区が 930
円、厚木市 911 円、川崎市 910 円、相模原市

909 円、多摩市と国分寺市が同額の 903 円と

なっている。東京と神奈川はいずれも 900 円

以上である。野田市は、849 円、直方市 839
円、三木市 830 円である。 

（４）「地域最賃」と「下限額」

「委託・指定管理」の「下限額」を「地域

最賃」と比較すると表 4 のとおりである。野

田市は、対象となる職種毎に賃金を設定して

いるので、最も低い職種を例としている。 
野田市は、2010 年の「下限額」が 829 円、

「地域最賃」が 728 円でその差額が 101 円と

なっていた。2015 年度は、「下限額」849 円、

「地域最賃」798 円で 51 円の差額となり、 
差が縮小している。また、「下限額」と「地域

最賃」をそれぞれ年次別に比較すると、2010
年の「下限額」が 829 円で、2015 年が 849 
円で 20 円上昇している。「地域最賃」は 2010
年 728 円、2015 年 798 円で、54 円上昇して

おり、「地域最賃」の伸びが「下限額」を上回 
っている。 
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多摩市は、2012 年の「下限額」が 903 円、

「地域最賃」が 837 円で差額は 66 円である。

2015 年の「下限額」が 903 円で「地域最賃」

が 888 円で、その差額は 15 円と縮小してい

る。また、年次別の伸びを比較すると 2012
年の「下限額」は 903 円、2015 年も同額で

伸びは 0 円。同様に「地域最賃」の伸びを見

ると 51 円となっている。 
以下、他の自治体も同様に見ていくと、い

ずれも「下限額」は「地域最賃」を上回って

いるが、ほとんどの自治体で「地域最賃」の

伸びが「下限額」を上回り、その差は小さく

なっている。例えば、2015 年度の「下限額」

と「地域最賃」との差額は、多摩市、国分寺

市は 15 円、相模原市 22 円、川崎市 23 円、

厚木市 24 円などは「地域最賃」との差がほ

とんどなくなっている。他の自治体も同様に

差が縮小する傾向にある。 
この間、「委託・指定管理」の「賃金・報酬

額」のあり方、あるいは公契約条例における

基準設定については、多くの議論があった。

「地域最賃」が「生活保護」水準を「超えた」

現状をふまえ、「基準のあり方」について検討

を急ぐべきである。 

単位：円

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 差

野田市

地域最賃

差

多摩市

地域最賃

差

渋谷区

地域最賃

差

国分寺市

地域最賃

差

足立区

地域最賃

差

千代田区

地域最賃

差

川崎市

地域最賃

差

相模原市

地域最賃

差

厚木市

地域最賃

差

直方市

地域最賃

差

三木市

地域最賃

差

資料：公益社団法人神奈川県地方自治研究センター勝島作成。

表4　委託「賃金・報酬下限額」と「地域最賃」比較

野田市は、職種ごとに賃金設定。最も低い職種を適用。
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